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史
料
編
改
訂
版 

【
史
料
１
】「
石
丁
場
御
請
負
証
文
之
事
」 

天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
八
月 

 
石
丁
場
御
請
負
証
文
之
事 

 

一
、
御
境
内
嶽
山
丁
場
間
口
六
間
、
先
年
開
発
仕
候
口
壱
ヶ
所
、
尚
又
東
方
続
九

間
相
□
、
都
合
拾
五
間
、
但
し
石
切
場
間
数
也
、 

 

右
は
今
般
奉
願
上
候
処
、
御
聞
済
被
下
置
、
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
御
運
上
金
之

儀
は
金
七
両
ニ
相
定
、
当
金
三
両
弐
分
上
納
仕
、
残
り
金
三
両
弐
分
は
十
月
中
無

相
違
上
納
仕
候
筈
に
て
、
当
子
年
八
月
よ
り
来
ル
卯
八
月
十
五
日
限
り
御
請
負
仕

候
処
、
相
違
無
御
座
候
、
御
院
内
御
用
石
被
仰
出
候
節
は
、
相
成
丈
直
ニ
致
、
無

御
差
支
差
出
可
申
、
尚
石
屑
丁
場
之
内
江
捨
置
不
申
、
悉
取
捨
、
後
々
請
負
人
迷

惑
ニ
不
相
成
様
取
計
可
申
段
、
承
知
奉
畏
候
、
万
一
御
請
負
中
如
何
様
之
儀
出
来

仕
候
共
、
御
願
ヶ
間
敷
義
仕
間
敷
候
、
依
之
為
後
日
御
請
一
札
、
奉
差
上
候
処
、

如
件
、 

 
 
 

天
保
十
一
子
年
八
月 

 
 
 
 
 
 
 

 

請
負
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

門
川
村 

庄 

兵 
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
切
代 

茂 

兵 

衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

吉 

三 

郎
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
姓
代 

源
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 

 
 
 

伊
豆
山 

 
 
 
 

御
院
内 

 
 
 
 
 

御
役
人
中
様 

 

◇
解
説 

天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
八
月
か
ら
同
十
四
年
（
一
八
四
三
）
八
月
十
五
日
に

至
る
約
三
年
間
に
限
り
、
相
模
国
足
柄
下
郡
門
川
村
（
小
田
原
藩
領
）
が
隣
村
の
伊

豆
国
賀
茂
郡
伊
豆
山
村
（
伊
豆
山
権
現
領
）
に
所
在
す
る
嶽
山
丁
場
の
石
材
切
り
出

し
を
請
け
負
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
。
嶽
山
丁
場
は
、
伊
豆
国
と
相
模
国
と
の
国
境

（
現
、
静
岡
県
・
神
奈
川
県
の
県
境
）
で
、
こ
の
当
時
間
口
が
十
五
間
（
約
二
十
七

メ
ー
ト
ル
）
あ
っ
た
石
丁
場
で
あ
る
。
本
史
料
か
ら
は
、
門
川
村
が
伊
豆
山
権
現
社

に
支
払
う
運
上
金
（
税
金
）
が
金
七
両
で
あ
る
こ
と
、
嶽
山
丁
場
で
御
用
石
を
切
り

出
し
た
際
に
発
生
す
る
石
屑
を
放
置
せ
ず
に
す
べ
て
回
収
し
、
後
の
同
丁
場
請
負
人

の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
な
ど
を
公
約
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
判
明

す
る
。
門
川
村
は
、
根
府
川
村
・
江
之
浦
村
・
岩
村
・
真
鶴
村
・
吉
浜
村
と
と
も

に
、
箱
根
火
山
溶
岩
の
良
質
な
安
山
岩
を
産
出
し
た
「
石
方
六
ヶ
村
」
の
一
つ
で
あ

り
、
村
内
に
石
丁
場
を
抱
え
て
い
る
。
門
川
村
は
伊
豆
山
村
の
黒
崎
丁
場
を
管
理
し

て
い
る
が
、
国
境
や
支
配
領
域
を
越
え
た
隣
村
の
石
材
切
り
出
し
を
請
け
負
う
と
い

う
の
は
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。
門
川
村
と
伊
豆
山
村
は
、
嘉
永
六
年
か
ら
翌
七

年
（
一
八
五
三
―
一
八
五
四
）
に
至
る
品
川
御
台
場
普
請
に
お
い
て
石
材
を
切
り
出

し
て
い
る
。
両
村
の
石
材
切
り
出
し
の
詳
細
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
伊
豆
山
村
の

石
材
は
、
本
史
料
が
示
す
よ
う
に
門
川
村
が
切
り
出
し
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

（『
熱
海
市
史
』
資
料
編
第
一
六
号
文
書 

伊
豆
山
神
社
文
書
）  
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【
史
料
２
】「
一
札
之
事
（
門
川
村
名
主
詫
証
文
）
」 

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
二
月 

  
 
 
 
 

一
札
之
事 

 

一
、
今
般
御
境
内
為
御
見
廻
、
御
役
人
衆
中
海
岸
黒
崎
江
御
越
被
成
候
節 

尾
州

様
御
丁
場
目
印
相
建
候
ニ
付
、
右
は
御
境
内
江
無
沙
汰
ニ
目
印
相
建
候
段
、

拙
者
御
呼
立
之
上
預
御
尋
、
一
言
之
申
訳
も
無
御
座
、
依
之
早
速
目
印
引

抜
、
村
役
人
衆
御
願
御
詫
申
上
候
処
、
格
別
之
御
憐
愍
ヲ
以
御
聞
済
被
下
、

難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
此
後
目
印
相
建
候
節
は
、
前
以
御
届
可
申
上
候
、
以

後
御
山
法
堅
相
守
、
右
様
心
得
違
之
義
一
切
仕
間
敷
候
、
為
後
日
依
而
如

件
、 

 
 
 
 

嘉
永
七
甲
寅
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

門
川
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名
主 

彦
五
郎
（
印
） 

 
 
 
 

伊
豆
山 

 
 
 
 
 

御
院
内 

 
 
 
 
 
 

御
役
人
中 

 
 
 

前
書
之
通
り
、
相
違
無
御
座
候
ニ
付
奥
印
仕
候
、
以
上
、 

 
 
 
 

嘉
永
七
寅
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
豆
山 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
役
人 

政
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◇
解
説 

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
二
月
、
伊
豆
山
権
現
社
領
の
石
材
切
り
出
し
を
請
け
負
っ

て
い
た
門
川
村
が
、
同
社
に
対
し
て
提
出
し
た
詫
び
証
文
。
伊
豆
山
権
現
社
領
の
役

人
が
「
御
境
内
」（
社
領
の
意
か
）
の
見
廻
り
と
し
て
黒
崎
の
海
岸
に
至
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
、
同
地
に
あ
る
尾
張
藩
の
石
丁
場
（
黒
崎
丁
場
）
に
門
川
村
が
目
印
を
立
て

た
が
、
そ
れ
が
伊
豆
山
権
現
社
の
許
可
な
く
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、

同
社
に
謝
罪
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
門
川
村
は
、
目
印
を
引
き
抜
い
て
村
役
人

が
謝
罪
し
た
こ
と
で
解
決
を
見
た
。
本
史
料
か
ら
、
門
川
村
が
伊
豆
山
権
現
社
領
の

黒
崎
丁
場
の
管
理
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
た
め
、
嶽
山
丁
場
同
様
石
丁

場
で
の
切
り
出
し
を
請
け
負
っ
て
い
た
可
能
性
が
出
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
史
料

の
内
容
は
こ
れ
に
留
ま
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
伊
豆
山
権
現
社
の
役
人
が
な
ぜ
こ
の

時
期
に
「
御
境
内
」
を
見
廻
り
、
黒
崎
丁
場
に
至
っ
た
の
か
、
を
考
え
る
と
、
同
時
期

に
伊
豆
石
丁
場
で
石
材
が
調
達
さ
れ
て
い
た
品
川
御
台
場
普
請
に
関
連
す
る
可
能
性

が
浮
上
す
る
。
内
海
御
台
場
御
普
請
并
大
筒
鋳
立
御
用
掛
（
御
台
場
掛
）
で
小
人
目
付

の
高
松
彦
三
郎
が
記
し
た
「
内
海
御
台
場
築
立
御
普
請
御
用
中
日
記
」
を
見
る
と
、
同

掛
で
普
請
役
の
落
合
政
之
助
を
含
む
四
名
が
相
模
国
と
伊
豆
国
に
お
け
る
石
材
調
達

の
役
に
就
い
て
い
る
こ
と
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
正
月
頃
、
伊
豆
国
で
の
石
材
切

り
出
し
が
遅
延
し
て
い
た
た
め
、
高
松
同
僚
の
御
台
場
掛
で
小
人
目
付
の
松
本
金
七

が
正
月
十
九
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
伊
豆
の
石
丁
場
に
臨
時
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
駿
河
国
駿
東
郡
獅
子
浜
村
名
主
植
松
家
文
書
で
は
、
同
村
の
石
材

調
達
に
つ
い
て
、
村
役
人
か
ら
当
時
伊
東
の
湯
川
村
に
い
た
落
合
に
対
し
て
嘉
永
七

年
二
月
付
で
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
、
御
台
場
掛
が
伊
豆

国
か
ら
駿
河
国
の
石
丁
場
の
調
査
、
石
材
切
り
出
し
の
作
業
遅
延
解
消
の
た
め
に
動

い
て
い
る
か
ら
、
伊
豆
山
村
に
も
足
を
運
ん
だ
こ
と
が
容
易
に
推
定
で
き
る
。
こ
の

伊
豆
山
権
現
社
の
役
人
に
よ
る
「
御
境
内
」
見
廻
り
は
、
一
連
の
普
請
に
関
係
し
た
も

の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

（『
熱
海
市
史
』
資
料
編
第
一
九
号
文
書 

伊
豆
山
神
社
文
書
）  
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【
史
料
３
】『
内
海
御
台
場
築
立
御
普
請
御
用
中
日
記
』 

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
十
二
月
六
日
条 

 

一
、
大
小
岩
・
割
り
く
り
・
多
賀
石
・
三
浦
石
・
砂
利
数
品
々
来 

 

◇
解
説 

内
海
御
台
場
御
普
請
并
大
筒
鋳
立
御
用
掛
で
小
人
目
付
の
高
松
彦
三
郎
が
記
し
た

品
川
御
台
場
普
請
の
公
私
日
記
に
み
え
る
記
述
。
嘉
永
六
年
十
二
月
十
二
月
六
日
条

に
は
、
大
小
岩
・
割
栗
石
・
三
浦
石
・
砂
利
と
と
も
に
「
多
賀
石
」
が
普
請
現
場
に
到

着
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
（
前
日
条
に
も
同
様
の
石
材
が
到
着
し
て
い
る
が
、

「
多
賀
石
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
）
。
割
栗
石
、
三
浦
石
（
三
浦
半
島
産
の
凝
灰
岩
。

「
三
浦
岩
」
は
同
産
の
土
丹
岩
）
、
砂
利
は
そ
れ
ぞ
れ
裏
込
め
資
材
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
大
小
岩
」
と
「
多
賀
石
」
も
同
様
の
用
途
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
多
賀
石
」
は
、
伊
豆
国
賀
茂
郡
上
多
賀
村
と
下
多
賀
村
の
い
ず
れ
か
の
石
丁
場
で

採
石
さ
れ
た
石
材
で
あ
る
。
両
村
で
は
安
山
岩
と
凝
灰
岩
双
方
を
採
石
で
き
る
が
、

こ
の
「
多
賀
石
」
が
ど
ち
ら
を
指
す
か
は
判
明
し
て
い
な
い
。
な
お
、
東
京
都
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
平
成
二
十
六
年
度
の
品
川
台
場
（
第
五
）
遺
跡
の
調
査
で
は
、

裏
込
め
で
多
賀
の
曽
我
浦
青
石
（
凝
灰
岩
）
に
様
相
の
似
た
石
材
が
出
土
し
て
い
る
。 

 

（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
） 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

【
史
料
４
】『
内
海
御
台
場
築
立
御
普
請
御
用
中
日
記
』 

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
三
月
七
日
条 

 

一
、
相
州
・
豆
州
石
切
出
懸
り
并
御
林
木
切
出
・
三
浦
石
・
土
丹
岩
切
出
し
御
普
請

役
名
前
左
之
通
り 

佐
藤
睦
三
郎 

喜
多
川
四
平 

大
島
東
一
郎 

近
藤
忠
五
郎 

落
合
政
之
助  

一
、
石
切
出
場
所
相
州
石
橋
村
・
米
神
村
・
根
府
川
村
・
江
之
浦
村
・
真
鶴
村
・
吉

浜
村
・
門
川
村
〆
七
ヶ
村
、
豆
州
伊
豆
山
村
・
多
賀
村
・
湯
川
村
・
新
庄
（
井
）

村
・
川
名
（
奈
）
村
・
白
田
村
・
稲
取
村
・
見
高
村
・
見
高
村
・
河
津
村
（
郷

ヵ
）・
須
崎
村
・
柿
崎
村
・
本
郷
村
〆
十
二
ヶ
村
、 

駿
州
口
野
村
〆
壱
ヶ
村 

 

◇
解
説 

 

史
料
３
と
同
じ
く
、
高
松
彦
三
郎
に
よ
る
公
私
日
記
の
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
三

月
七
日
条
に
は
、「
相
州
石
」
と
「
豆
州
石
」（
以
上
伊
豆
石
）
お
よ
び
木
材
切
り
出
し

担
当
の
御
普
請
役
五
名
（
御
台
場
掛
）
の
名
前
と
、
伊
豆
石
丁
場
の
所
在
地
と
し
て
相

模
・
伊
豆
・
駿
河
三
ヶ
国
計
二
〇
ヶ
村
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
品
川
御
台
場
普
請

に
お
い
て
伊
豆
石
丁
場
の
所
在
地
が
ま
と
め
て
記
さ
れ
た
、
現
状
唯
一
の
史
料
で
あ

る
。
し
か
し
、
記
述
は
石
丁
場
が
所
在
し
て
い
る
村
名
に
留
ま
っ
て
お
り
、
同
日
記
を

含
め
て
個
別
の
石
丁
場
の
記
載
は
な
い
。
個
別
の
石
丁
場
と
し
て
は
、
令
和
二
年
（
二

〇
二
〇
）
の
村
名
主
足
立
家
文
書
と
石
丁
場
調
査
に
よ
り
、
口
野
村
の
負
越
丁
場
の

み
が
特
定
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
現
在
の
熱
海
市
域
に
該
当
す
る
の
は
、
伊
豆

山
村
と
多
賀
村
（
正
確
に
は
、
上
多
賀
村
と
下
多
賀
村
）
で
あ
る
。
曽
我
浦
青
石
丁
場
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の
ほ
か
、
多
賀
の
中
張
窪
丁
場
、
伊
豆
山
の
嶽
山
丁
場
や
黒
崎
丁
場
な
ど
は
切
り
出

さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
候
補
地
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
） 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

【
史
料
５
】「
足
柄
下
郡
板
橋
村
石
屋
等
御
台
場
用
石
引
請
値
段
書
上
帳
」 

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
五
月 

 
 
 

覚 

相
州 

一
、
堅 

石 

壱
枚 

 
 
 
 

長
四
尺
幅
壱
尺
五
寸

厚
九
寸 

 

代
永
七
百
三
拾
六
文
九
分 

 

同 

 

一
、
岩
岐
石 

壱
枚 

 
 

 
 

長
五
尺
幅
壱
尺
弐
寸

厚
八
寸 

 

 
 
 
 
 

代
永
五
百
七
拾
九
文
八
分 

 

同 

 

一
、
玄
蕃
石 

壱
枚 

 
 

 
 

長
三
尺
五
寸
幅
壱
尺
弐
寸

厚
三
四
寸 

 

代
永
百
拾
三
文
三
分 

 

同 

 

一
、
間
知
石 

拾
本 

 
 
 
 

面
壱
尺
弐
三
寸 

 
 
 
 
 

代
永
四
百
文 

 
 
 

控
壱
尺
四
五
寸 

 

豆
州
多
賀 

 

一
、
同 

断 
 
 
 
 
 
 
 

同 

断 

 
 
 
 
 

代
永
弐
百
七
拾
五
文 

 

同
雲
見 

 

一
、
同 

断 
 
 
 
 
 
 
 

同 

断 

 
 
 
 
 

代
永
三
百
四
拾
壱
文 

 
 

 

右
は
壱
弐
三
御
台
場
御
内
廻
御
遣
方
可
相
成
御
入
用
石
御
差
急
キ
御
用
之
旨
、
尤

是
迄
之
振
合
ニ
見
合
、
并
豆
州
雲
見
山
間
知
石
等
直
段
之
儀
、
巨
細
取
調
可
書
上

段
被
仰
渡
候
ニ
付
、
精
々
吟
味
仕
書
上
申
候
、
此
上
引
方
御
吟
味
御
座
候
様
ニ
而

は
御
請
難
仕
候
、
右
御
尋
ニ
付
此
段
申
上
候
、
以
上
、 

 
 
 

嘉
永
七
寅
年
五
月 

 
 
 
 
 

相
州
足
柄
下
郡
板
橋
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

棟
梁 

石
屋
善
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲
州
都
留
郡
境
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

海 

蔵
（
印
） 

 
 
 
 

御
掛
御
役
人
中
様 

 

◇
解
説 

相
模
国
足
柄
下
郡
板
橋
村
（
現
、
小
田
原
市
）
の
棟
梁
石
屋
善
左
衛
門
と
甲
斐
国
都

留
郡
境
村
の
棟
梁
天
野
海
蔵
に
よ
る
石
材
切
り
出
し
に
関
す
る
見
積
で
あ
る
。「
壱
弐

三
御
台
場
御
内
廻
御
遣
方
可
相
成
御
入
用
石
」
つ
ま
り
、
品
川
第
一
・
第
二
・
第
三
台

場
の
内
部
構
造
構
築
に
必
要
な
石
材
を
急
ぎ
入
用
と
し
て
、
相
州
産
の
石
材
（
石
方

六
ヶ
村
）、
伊
豆
の
多
賀
と
雲
見
か
ら
見
積
が
さ
れ
て
い
る
。
多
賀
で
は
、
面
壱
尺
弐

三
寸
（
面
約
三
十
六
～
三
十
九
セ
ン
チ
）・
控
壱
尺
四
五
寸
（
控
約
四
十
二
～
四
十
五

セ
ン
チ
）
の
間
知
石
を
十
本
の
切
り
出
し
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
村
名
不
明
な
が
ら

相
州
か
ら
切
り
出
し
が
予
定
さ
れ
て
い
る
同
寸
の
間
知
石
の
直
段
が
十
個
で
四
百
文
、

多
賀
が
同
じ
く
二
百
七
十
五
文
、
雲
見
が
同
じ
く
三
百
四
十
一
文
で
あ
る
か
ら
、
相

州
産
の
石
材
の
質
が
一
番
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
多
賀
産
の
間
知
石
が
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安
山
岩
製
か
凝
灰
岩
製
か
は
不
明
で
あ
る
。 

 

 

（
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
九
近
世
（
六
）
第
一
五
三
号
文
書
） 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

【
史
料
６
】『
内
海
御
台
場
築
立
御
普
請
御
用
中
日
記
』 

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
十
二
月
十
三
日
条  

一
、
金
千
四
百
八
両
壱
分
永
八
文
七
分 

 
 
 

壱
・
弐
・
三
御
遣
方
割
栗
石
・
多
賀
石
御
買
上
代
金
御
入
用
受
取
書
面
深
川

諸
町
家
持
政
五
郎
差
出 

 

◇
解
説 

史
料
３
・
４
と
同
じ
く
、
高
松
彦
三
郎
に
よ
る
公
私
日
記
に
収
め
ら
れ
た
記
述
。
品

川
第
一
・
第
二
・
第
三
台
場
の
普
請
に
使
用
す
る
多
賀
産
の
石
材
を
、
幕
府
が
深
川
諸

町
の
家
持
政
五
郎
か
ら
買
い
上
げ
た
こ
と
を
示
す
。
決
済
場
所
は
御
台
場
掛
の
本
部

が
設
置
さ
れ
た
江
戸
高
輪
の
如
来
寺
で
、
如
来
寺
詰
の
御
台
場
掛
が
構
築
資
材
費
と

運
搬
費
用
な
ど
諸
経
費
の
支
払
い
の
決
裁
・
決
済
を
し
て
い
た
。
こ
の
記
述
の
時
期
、

高
松
彦
三
郎
は
如
来
寺
詰
で
あ
る
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
十
二
月
十
三
日
は
、
嘉

永
・
安
政
期
に
お
け
る
品
川
御
台
場
普
請
の
最
終
局
面
に
あ
た
る
が
、
こ
の
日
は
政

五
郎
が
「
御
買
上
代
金
受
取
書
面
」
を
提
出
し
た
日
で
あ
る
か
ら
、
即
日
決
済
で
な
け

れ
ば
、
多
賀
石
が
普
請
現
場
に
搬
入
さ
れ
た
時
期
は
も
う
少
し
前
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
。
な
お
、
第
一
・
第
二
・
第
三
台
場
は
、
同
年
（
嘉
永
七
年
）
七
月
九
日
に
竣

工
し
た
と
同
日
記
に
見
え
る
が
、
そ
の
後
微
調
整
が
度
々
行
わ
れ
て
い
る
。
多
賀
石

が
三
台
場
の
ど
の
場
所
の
普
請
に
使
用
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
一
旦
竣
工
し

た
の
ち
の
使
用
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
） 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

【
史
料
７
】『
五
番
六
番
御
台
場
之
覚
』 

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
ヵ 

 
 
 

壱
弐
三
御
遣
方
諸
石
御
買
上 

深
川
諸
丁 

伊
セ
屋
政
五
郎 

霊
岸
島
銀
丁
二
丁
メ 

伊
豆
屋
与
兵
衛 

 
 
 
 
 

（
中
略
） 

□
（
政
ヵ
）

五
郎 

（
中
略
） 

一
、
金
百
三
拾
四
両
壱
分
永
五
拾
六
文
弐
分 

百
本
ニ
付
壱
両
三
分
弐
朱
也 

 
 
 

是
ハ
多
賀
石
七
千
百
六
拾
三
本 

 
 

 

本
八
丁
堀
五
丁
目
家
持 

松
屋
左
兵
衛 

 
 
 
 
 

（
中
略
） 

 

多
賀
間
地
石
壱
万
三
千
五
百
三
拾
本 

 
 
 

壱
本
ニ
付
銀
壱
匁
弐
分
ツ
ヽ 

 

一
、
金
弐
百
七
拾
両
弐
分
永
百
文 
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（
中
略
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廻
舩
瀬
取
舩
持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
十
五
人
惣
代 

 

多
賀
間
地
石
壱
万
三
千
四
百
八
拾
五
本 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治
兵
衛 

 

一
、
金
弐
百
五
拾
弐
両
三
分
永
九
拾
三
文
七
分 

 
 
 
 
 
 
 

佐
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

嘉
右
衛
門 

 
 
 
 
 

（
下
略
） 

 

◇
解
説 

「
五
番
六
番
御
台
場
之
覚
」
は
、
御
台
場
掛
の
本
部
元
小
屋
（
如
来
寺
）
を
発
し
、

付
近
の
寺
院
を
間
借
り
し
て
従
事
す
る
御
台
場
掛
の
間
で
回
覧
さ
れ
、
高
松
彦
三
郎

が
手
控
え
た
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。
第
五
・
第
六
両
台
場
の
ほ
か
、
第
一
・
第
二
・
第

三
台
場
の
た
め
に
調
達
さ
れ
た
資
材
と
代
金
な
ど
を
記
し
て
お
り
、
高
松
の
「
内
海

御
台
場
築
立
御
普
請
御
用
中
日
記
」
の
内
容
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
う
ち
、
第
一
・
第
二
・
第
三
台
場
使
用
の
石
材
と
し
て
、
合
計
三
万
四
千
百
七

十
八
本
も
の
「
多
賀
石
」
が
普
請
現
場
に
搬
入
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
請

負
人
と
石
材
の
内
訳
は
、
史
料
６
に
登
場
し
た
江
戸
深
川
諸
町
の
伊
勢
屋
政
五
郎
が

「
多
賀
石
」
七
千
百
六
十
三
本
を
、
江
戸
本
八
丁
堀
五
丁
目
家
持
の
松
屋
左
兵
衛
が

「
多
賀
間
地
石
（
間
知
石
）」
一
万
三
千
五
百
三
十
本
、
廻
船
瀬
取
舩
持
八
十
五
人
総

代
治
兵
衛
ら
が
同
じ
く
一
万
三
千
四
百
八
十
五
本
で
あ
る
。「
多
賀
石
」
と
「
多
賀
間

地
石
」
を
書
き
分
け
て
い
る
ほ
か
、
史
料
６
で
伊
勢
屋
政
五
郎
が
受
け
取
る
予
定
の

「
多
賀
石
」（
裏
込
め
資
材
か
）
の
御
用
金
千
四
百
八
両
に
、
こ
の
七
千
百
六
十
三
本

計
百
三
拾
四
両
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、「
多
賀
石
」
七
千
百
六
十
三
本
は

裏
込
め
用
材
、「
多
賀
間
地
石
」
二
万
七
千
十
五
本
）
は
石
垣
用
材
と
み
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
現
状
で
は
石
質
が
不
明
な
が
ら
、
こ
の
膨
大
な
数
か
ら
し
て
、
多
賀
石
が
品
川

御
台
場
普
請
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
） 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

【
出
典
】 

 

・
史
料
１
・
２ 

『
熱
海
市
史
』
資
料
編
（
熱
海
市
、
一
九
七
二
年
） 

 

 

・
史
料
３
・
４
・
６ 

冨
川
武
史
「
高
松
彦
三
郎
筆
『
内
海
御
台
場
築
立
御
普
請
御
用
中
日
記
』

（
２
）・（
３
）・（
５
）」（
港
区
立
港
郷
土
資
料
館
『
研
究
紀
要
』
第
一
一
・

一
二
・
一
四
号
、
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
二
年
） 

※
史
料
４
は
、
一
部
誤
植
に
つ
き
修
正 

 

 

・
史
料
５ 

『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
九
近
世
（
六
）（
神
奈
川
県
、
一
九
七
四
年
） 

 

 

・
史
料
７ 

冨
川
武
史
「
文
献
史
料
調
査 

嘉
永
・
安
政
期
に
お
け
る
江
戸
湾
品
川
台
場

普
請
と
警
備
」（
『
港
区 

品
川
台
場
（
第
五
）
遺
跡
二
―
平
成
二
十
六
年
度

品
川
ふ
頭
再
編
整
備
事
業
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
―
』
東
京
都
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
五
年
） 

※
一
部
誤
植
に
つ
き
修
正 


